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【手続補正書】
【提出日】平成30年10月12日(2018.10.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボディであって、
　　打撃フェースと、
　　ヒール部分と、
　　前記ヒール部分の反対側のトウ部分と、
　　ソールと、
　　頂点を有するクラウンと、
　　前記ソールと前記クラウンとの間のトレーリングエッジと、
　　前記打撃フェースの反対側のバックと、
　　前記打撃フェースから頂点までの距離（Ｄｆ）と、
　　前記頂点からバックまでの距離（Ｄｂ）と、
　　前記バックの後端であって、前記トレーリングエッジに位置しており、前記ヒール部
分から前記トウ部分の方向に沿って延びるキャビティと、を備え、
　前記キャビティは、キャビティ深さ（Ｃｄ）を有し、
　前記クラウンの頂点は、頂点高さ（Ｈ）を有し、
　関係（Ｘ）がＸ＝Ｈ×（Ｄｂ－Ｄｆ）であり、
　Ｘ／Ｃｄの比は、２２．９～５０．８ｃｍである、ゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　前記キャビティ深さ（Ｃｄ）は、０．２５４ｃｍである、請求項１に記載のゴルフクラ
ブヘッド。
【請求項３】
　前記頂点高さ（Ｈ）は、０．８０３ｃｍである、請求項１に記載のゴルフクラブヘッド
。
【請求項４】
　キャビティ深さに対する頂点位置の比をさらに備え、
　　前記頂点位置は、前記頂点高さと前記頂点から前記バックまでの距離と前記頂点から
前記打撃フェースまでの距離との差との乗算として定義され、
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　　前記キャビティ深さに対する頂点位置の比が８．９ｃｍより大きい、請求項１から３
のいずれか一項に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
　前記キャビティは、４．８２６ｍｍ～５．３３４ｍｍのキャビティ高さを有する、請求
項１から４のいずれか一項に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項６】
　前記キャビティの内側の輪郭形状が平坦である、請求項１から５のいずれか一項に記載
のゴルフクラブヘッド。
【請求項７】
　前記ボディは、
　　外側のソール表面に開口しており、外側のポート頂部表面及び１つ以上のポート側壁
によって境界されるウェイト受容キャビティをさらに備え、
　ソールウェイトは、前記ウェイト受容キャビティと適合し、
　前記キャビティは、前記ウェイト受容キャビティと整列する、請求項１から６のいずれ
か一項に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項８】
　前記キャビティは、４．４５ｃｍ～５．７２ｃｍの幅、及び、１．２７ｍｍ～３．８１
ｍｍの深さを有する、請求項１から７のいずれか一項に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項９】
　前記キャビティ深さは、２．５４ｍｍである、請求項８に記載のゴルフクラブヘッド。
【請求項１０】
　前記キャビティ深さは、１．２７ｍｍである、請求項８に記載のゴルフクラブヘッド。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　一部の実施形態では、キャビティ深さはゴルフクラブの頂点高さ（Ｈ）ならびに打撃フ
ェース及びバックに対する頂点位置に対応することができる。図６では、頂点高さ（Ｈ）
６５０はゴルフクラブヘッド４００の打撃フェース１０２の頂部から最大高さまたはクラ
ウン１１０の最も高い点までを測定したものとして示される。一部の実施形態では、打撃
フェース１０２は、フェースプレート６０９を備える。多くの実施形態では、頂点高さ（
Ｈ）６５０は、変曲点Ｂに位置付けられる。バック頂点位置６５２はバック１１２から頂
点高さ（Ｈ）６５０まで測定され、また打撃フェース頂点位置６５４は頂点高さ（Ｈ）６
５０から打撃フェース１０２まで測定される。一部の実施形態では、頂点高さ（Ｈ）６５
０、バック頂点位置６５２、及び打撃フェース頂点位置６５４の関係は、関係式１によっ
て表される。
　　Ｘ＝Ｈ＊（Ｄｂ－Ｄｆ）（関係式１）
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
　さらに、本明細書で開示された実施形態及び限定は、その実施形態及び／または限定が
、（１）請求項において明示的に特許請求されておらず、（２）均等論の下で請求項中の
明示的な要素及び／または限定の均等物であり、または潜在的な均等物である場合、公有
の原則（ｄｏｃｔｒｉｎｅ　ｏｆ　ｄｅｄｉｃａｔｉｏｎ）の下で公共用として提供され
ることはない。
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　以下に、本明細書の開示の技術の特徴を列挙する。
（特徴１）
　ボディであって、
　　打撃フェースと、
　　ヒール部分と、
　　前記ヒール部分の反対側のトウ部分と、
　　ソールと、
　　頂点を有するクラウンと、
　　前記ソールと前記クラウンとの間のトレーリングエッジと、
　　前記打撃フェースの反対側のバックと、
　　１つ以上のキャビティであって、
　　　　前記バック及び前記トレーリングエッジに隣接する前記ソールの中、または
　　　　前記バック及び前記トレーリングエッジの中、のうちの少なくとも１つにおいて
位置付けられた、前記キャビティと、を備える前記ボディ、を備えるゴルフクラブヘッド
。
（特徴２）
　前記１つ以上のキャビティのうちの１つのキャビティのキャビティ深さが、約１．２７
ｍｍ～３．８１ｍｍである、特徴１に記載のゴルフクラブヘッド。
（特徴３）
　前記１つ以上のキャビティのうちの１つのキャビティのキャビティ深さが約２．５４ｍ
ｍである、特徴１に記載のゴルフクラブヘッド。
（特徴４）
　前記１つ以上のキャビティのうちの１つのキャビティのキャビティ深さが約１．２７ｍ
ｍである、特徴１に記載のゴルフクラブヘッド。
（特徴５）
　キャビティ深さに対する頂点位置の比をさらに備え、
　　前記頂点位置が、頂点高さと前記頂点から前記バックまでの距離と前記頂点から前記
打撃フェースまでの距離との差との乗算として定義され、
　　前記比が約３．５インチより大きい、特徴１に記載のゴルフクラブヘッド。
（特徴６）
　前記１つ以上のキャビティのうちの１つのキャビティのキャビティ幅が約４．４５ｃｍ
～約２０．３２ｃｍである、特徴１に記載のゴルフクラブヘッド。
（特徴７）
　前記１つ以上のキャビティのうちの１つのキャビティのキャビティ高さが約４．８２６
ｍｍ～約５．３３４ｍｍである、特徴１に記載のゴルフクラブヘッド。
（特徴８）
　前記１つ以上のキャビティが、２つ以上のキャビティを備え、
　前記２つ以上のキャビティが積み重ねられている、特徴１に記載のゴルフクラブヘッド
。
（特徴９）
　前記１つ以上のキャビティが、２つ以上のキャビティを備え、
　前記２つ以上のキャビティが互いに隣接している、特徴１に記載のゴルフクラブヘッド
。
（特徴１０）
　前記１つ以上のキャビティのうちの１つの内側の輪郭形状が平坦である、特徴１に記載
のゴルフクラブヘッド。
（特徴１１）
　前記ボディが、
　　外側のソール表面に開口しており、外側のポート頂部表面及び１つ以上のポート側壁
によって境界されるウェイト受容キャビティをさらに備え、
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　ソールウェイトが前記ウェイト受容キャビティと適合し、
　前記１つ以上のキャビティのうちの１つが前記ウェイト受容キャビティと整列する、特
徴１に記載のゴルフクラブヘッド。
（特徴１２）
　ゴルフクラブであって、
　シャフトと、
　グリップと、
　ゴルフクラブヘッドであって、
　　ボディであって、
　　打撃フェースと、
　　ヒール部分と、
　　前記ヒール部分の反対側のトウ部分と、
　　ソールと、
　　頂点を有するクラウンと、
　　前記ソールと前記クラウンとの間のトレーリングエッジと、
　　前記打撃フェースの反対側のバックと、
　　１つ以上のキャビティであって、
　　　前記バック及び前記トレーリングエッジに隣接する前記ソールの中、または
　　　前記バック及び前記トレーリングエッジの中、のうちの少なくとも１つにおいて位
置付けられた、前記キャビティと、を備える前記ボディ、を備える前記ゴルフクラブヘッ
ド、を備えるゴルフクラブ。
（特徴１３）
　前記１つ以上のキャビティのうちの１つのキャビティのキャビティ深さが、約１．２７
ｍｍ～３．８１ｍｍである、特徴１２に記載のゴルフクラブ。
（特徴１４）
　前記１つ以上のキャビティのうちの１つのキャビティのキャビティ深さが、約２．５４
ｍｍである、特徴１２に記載のゴルフクラブ。
（特徴１５）
　前記１つ以上のキャビティのうちの１つのキャビティのキャビティ深さが、約１．２７
ｍｍである、特徴１２に記載のゴルフクラブ。
（特徴１６）
　キャビティ深さに対する頂点位置の比をさらに備えるゴルフクラブであって、
　　前記頂点位置が、頂点高さかける前記頂点から前記バックまでの距離と前記頂点から
前記打撃フェースまでの距離との差として定義され、
　　前記比が約３．５インチより大きい、特徴１２に記載の前記ゴルフクラブ。
（特徴１７）
　前記１つ以上のキャビティのうちの１つのキャビティのキャビティ幅が、約４．４５ｃ
ｍ～約２０．３２ｃｍである、特徴１２に記載のゴルフクラブ。
（特徴１８）
　前記１つ以上のキャビティのうちの１つのキャビティのキャビティ高さが約４．８２６
ｍｍ～約５．３３４ｍｍである、特徴１２に記載のゴルフクラブ。
（特徴１９）
　前記１つ以上のキャビティが、２つ以上のキャビティを備え、
　前記２つ以上のキャビティが積み重ねられている、特徴１２に記載のゴルフクラブ。
（特徴２０）
　前記１つ以上のキャビティが、２つ以上のキャビティを備え、
　前記２つ以上のキャビティが互いに隣接している、特徴１２に記載のゴルフクラブ。
（特徴２１）
　前記１つ以上のキャビティのうちの１つの内側の輪郭形状が平坦である、特徴１２に記
載のゴルフクラブ。
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（特徴２２）
　前記ボディが、
　　外側のソール表面に開口しており、外側のポート頂部表面及び１つ以上のポート側壁
によって境界されるウェイト受容キャビティをさらに備え、
　ソールウェイトが前記ウェイト受容キャビティと適合し、
　前記１つ以上のキャビティのうちの１つが前記ウェイト受容キャビティと整列する、特
徴１２に記載のゴルフクラブ。
（特徴２３）
　ゴルフクラブヘッドの製造方法であって、
　　第１の密度を有する第１の材料からボディを形成することであって、前記ボディが、
　　　打撃フェースと、
　　　ヒール部分と、
　　　前記ヒール部分の反対側のトウ部分と、
　　　ソールと、
　　　頂点を有するクラウンと、
　　　前記ソールと前記クラウンとの間のトレーリングエッジと、
　　　前記打撃フェースの反対側のバックと、
　　　１つ以上のキャビティであって、
　　　　前記バック及び前記トレーリングエッジに隣接する前記ソールの中、または
　　　　前記バック及び前記トレーリングエッジの中、のうちの少なくとも１つにおいて
位置付けられた、前記キャビティと、を備える前記ボディを形成する工程と、
　　フェースプレートを形成する工程と、
　　前記フェースプレートを前記ボディに取り付ける工程と、を含む製造方法。
（特徴２４）
　前記１つ以上のキャビティのうちの１つのキャビティのキャビティ深さが、約１．２７
ｍｍ～３．８１ｍｍである、特徴２３に記載の製造方法。
（特徴２５）
　前記１つ以上のキャビティのうちの１つのキャビティのキャビティ深さが、約２．５４
ｍｍである、特徴２３に記載の製造方法。
（特徴２６）
　前記１つ以上のキャビティのうちの１つのキャビティのキャビティ深さが、約１．２７
ｍｍである、特徴２３に記載の製造方法。
（特徴２７）
　キャビティ深さに対する頂点位置の比をさらに備える製造方法であって、
　　前記頂点位置が、頂点高さかける前記頂点から前記バックまでの距離と前記頂点から
前記打撃フェースまでの距離との差として定義され、
　　前記比が約３．５インチより大きい、特徴２３に記載の製造方法。
（特徴２８）
　前記１つ以上のキャビティのうちの１つのキャビティのキャビティ幅が、約４．４５ｃ
ｍ～約２０．３２ｃｍである、特徴２３に記載の製造方法。
（特徴２９）
　前記１つ以上のキャビティのうちの１つのキャビティのキャビティ高さが約４．８２６
ｍｍ～約５．３３４ｍｍである、特徴２３に記載の製造方法。
（特徴３０）
　前記１つ以上のキャビティが、２つ以上のキャビティを備え、
　前記２つ以上のキャビティが積み重ねられている、特徴２３に記載の製造方法。
（特徴３１）
　前記１つ以上のキャビティが、２つ以上のキャビティを備え、
　前記２つ以上のキャビティが互いに隣接している、特徴２３に記載の製造方法。
（特徴３２）
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　前記１つ以上のキャビティのうちの１つの内側の輪郭形状が平坦である、特徴２３に記
載の製造方法。
（特徴３３）
　前記ボディが、
　　外側のソール表面に開口しており、外側のポート頂部表面及び１つ以上のポート側壁
によって境界されるウェイト受容キャビティをさらに備え、
　ソールウェイトが前記ウェイト受容キャビティと適合し、
　前記１つ以上のキャビティのうちの１つが前記ウェイト受容キャビティと整列する、特
徴２３に記載の製造方法。
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